
予算概算要求の概要

消費・安全局動物衛生課

平成３１年度

平 成 ３ ０ 年 ８ 月



家畜衛生等総合対策 
 

【平成31年度予算概算要求額 5,339（5,503）百万円】 

＜対策のポイント＞ 
 畜産振興、畜産物の安定供給と輸出促進を図るため、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫等の家畜の伝染性疾病等の発生予防・まん延防止対策を徹底
するとともに、地域の家畜衛生を支える産業動物獣医師の育成・確保を図ります。 

＜政策目標＞ 
 ○家畜・養殖水産物の伝染性疾病の発生予防・まん延防止対策の徹底 
 ○地域における産業動物獣医師の育成・確保 

＜事業の内容＞  ＜事業イメージ＞  

１．家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止 4,509（4,849）百万円 

  ①農場の生産性向上に向けて、ＥＢＬ（牛の血液の病気）や牛ウイルス性下痢・
粘膜病等に対する家畜衛生対策、管理獣医師による衛生管理指導の実施等を
支援するとともに、家畜保健衛生所等の精度管理体制を整備します。 

 ②口蹄疫等の発生時に防疫措置が迅速・的確に講じられるよう、家畜伝染病予防法
に基づき、防疫に要する経費の支援、手当金・特別手当金の交付を行います。 

２．家畜の伝染性疾病の海外からの侵入防止 474（402）百万円 
   ○動物検疫所において、人や物を介した口蹄疫等の伝染性疾病の我が国への侵入を

防止するため、入国者への質問や携帯品の消毒の実施、検疫探知犬の増頭、靴
底消毒の継続的な実施等、水際での防疫措置の徹底を図ります。 

３．産業動物獣医師の育成・確保 249（189）百万円 
   ○産業動物獣医師への就業を志す獣医大学への地域枠入学者・獣医学生に対する

修学資金の貸与、獣医学生の臨床実習と獣医師の技術向上のための臨床研修、
女性獣医師等の産業動物分野への就業支援、産業動物診療効率化のための情
報通信機器を用いた診療の試行的な導入等を実施します。 

４．水産防疫体制の充実・強化  107（63）百万円 
  ①防疫対策の強化を図るための科学的データを収集するとともに、診断・予防・まん延

防止等に係る技術開発、魚病診断機関における診断体制の構築等を行います。 

  ②モデル地域における関係者が一体となって行う防疫体制整備の取組を支援します。 

発生国・地域 
発生予防対策 
イメージ を 表示 できません。 メモリ 

不足 のために イメージ を 開 くこと … 

発生予防対策 

水際検疫 ・入国者への質問、検疫 
  探知犬の導入、靴底消毒 
・発生情報の収集 
・発生国・地域からの動物、畜産物等の
輸入停止 

・輸入家畜・畜産物等の検査 

・野生動物の監視 家畜保健衛生所等 

農場 

 ・飼養衛生管理基準の遵守 
 ・生産性に影響を及ぼす疾病への対策 
 ・野鳥・野生動物、人・車両等を介した  
   病原体の侵入防止 

・検査・診断体制の整備 
・精度管理の実施体制の整備 

産業動物獣医師 

 ・地域の産業動物獣医師を志す学生への修学資 
  金の貸与 
  ・女性獣医師等の産業動物分野への就業支援 

生産性向上 

○海外からの侵入防止 

［お問い合わせ先］（１、２の事業）消費・安全局動物衛生課         （03-3502-5994） 
（３、４の事業）消費・安全局畜水産安全管理課（03-6744-2103） 

まん延防止対策 

・防疫に要する経費及び手当金等  
 損失に対する支援 
・早期発見・早期通報 
・処分、焼却・埋却、消毒 
・移動制限と衛生条件の確認による畜産物等の出荷 
・清浄性確認のための検査 
・感染経路の調査 等 

発生農場 

○発生時の迅速・的確な防疫措置 家畜保健衛生所 

万が一の発生時には・・・ 
都道府県 

家畜の所有者 

国 

＜事業の流れ＞ 
2について 

国 

3,4について 

民間団体等 

民間団体等 国 農業者 
※戦略的監視・診断体制 
   整備推進事業 

事業実施主体 

  補助※ 

（定額、1/2以内） 

委託、補助 

（定額、1/2以内） ① 

② 国 

1について 

交付 

（交付率:10/10、1/2等）  

補助 

（負担率:10/10、1/2） 

都道府県 

家畜の所有者 

＜事業の流れ＞ 

民間団体等 

国 

定額、1/2以内 

負担（10/10、1/2） 

交付（10/10、1/2） 

1の①の事業 

1の②の事業 

２の事業 

3の事業 

1の①の事業 

４の事業 

委託、補助 

（定額、1/2以内） 

・診断・防疫体制の構築 
・水産防疫に係る技術開発 等 

魚病診断機関等 

民間団体等 
委託 

（１①の事業の一部、4①の事業） 

（1①の事業の一部、3、４②の事業） 

（１②の事業） 

（1②の事業） 



［お問い合わせ先］消費・安全局動物衛生課（03-3502-8292） 

＜事業の内容＞  ＜事業イメージ＞  

１．疾病清浄化支援対策［拡充］ 

 ① 全国流行疾病対策：牛のヨーネ病、ＥＢＬ（牛の血液の病気）、牛ウイル

ス性下痢・粘膜病に対し、感染拡大の防止及び清浄化を推進するため、移動予

定牛や発生農場等の検査及びリスク牛のとう汰を支援するとともに、国内での豚

コレラの発生に備え、緊急接種用の豚コレラワクチンの備蓄等を支援します。 

 ② 地域生産性向上衛生対策：地域で課題となっている生産性に影響を及ぼす疾

病による損耗軽減に向け、関係者一体となった取組を推進するため、地域カル

テ・農場カルテの作成、管理獣医師による衛生管理指導等を支援します。 

２．農場飼養衛生管理強化・疾病流行防止支援対策 

 ○ 生産者による飼養衛生管理の向上のため、自主的に民間獣医師等による衛生

指導を受けるための取組、吸血昆虫が媒介するアカバネ病の予防のための組織的

なワクチン接種の取組を支援します。 

３．農場ＨＡＣＣＰ導入推進強化事業［拡充］ 

 ○ 農場ＨＡＣＣＰの取組による経営メリットが確認できる事例について、畜種ごと

に定量的に分析し、広く紹介・周知するとともに、農場指導員の養成を行います。

加えて、海外のバイヤー等に農場ＨＡＣＣＰについて周知し、海外からの農場

ＨＡＣＣＰ認証農場の視察を受け入れます。 

家畜生産農場衛生対策事業 
 

【平成31年度予算概算要求額 668（588）百万円】 

＜対策のポイント＞ 
 生産農場における飼養衛生管理の向上や家畜の伝染性疾病の清浄化・発生予防に向け、農場指導、検査、ワクチン接種やとう汰等の取組を推進します。
また、ＨＡＣＣＰの考え方を採り入れた家畜の飼養衛生管理（農場ＨＡＣＣＰ）への取組を強化することにより、我が国の畜産物の安全性の一層の向上
と消費者の信頼を確保します。 

＜政策目標＞ 
 ①家畜の伝染性疾病の感染拡大防止・清浄化の推進、②地域一体となった農場の生産性向上に向けた家畜衛生対策への意識向上、③生産者による飼
養衛生管理の向上、④吸血昆虫が媒介する流行性疾病の発生予防、⑤農場ＨＡＣＣＰに関する取組農場の拡大意欲ある担い手の育成・確保 

経営メリットを定量的に示して、生産する畜産物の品目ごとの取組内容を広く紹介・周知 

農場HACCPの認証が増加している畜産が盛ん 
な地域における指導体制を強化するため、 
農場指導員を養成 

農場指導員の養成 対海外向け広報・周知 

・海外のバイヤー等への農場HACCPの周知 
 （多言語パンフレット、HPの作成等） 
・海外からの農場HACCP認証農場 
  の視察受け入れ 

＜事業３：農場ＨＡＣＣＰ導入推進強化事業＞ 

横展開を図り、農場HACCPに取組む農場の裾野を広げる 

＜事業１の②：地域生産性向上衛生対策＞ 

農場カルテ・地域カルテの作成 

対策計画の作成 

関係者の連携 

対策の確立・推進（拡充内容） 

生産者、家畜保健衛生所、食肉衛生検査所、民間獣医師等が連携し課題を共有 

農場及び地域における現状と課題の把握、地域検討会における多角的検討 

カルテを踏まえた対策計画の策定 

カルテを踏まえた管理獣医師によるコンサルティング 

疾病の清浄化、生産性の向上、地域衛生レベルの向上 
優良モデル確立 
全国的に横展開 

＜事業の流れ＞ 

国 
定額、1/2以内 

民間団体等 



牛疾病検査円滑化推進対策事業 
 

【平成31年度予算概算要求額 503（932）百万円】 

＜対策のポイント＞ 
 我が国のBSE対策の有効性を監視するとともに、消費者や生産者の信頼を確保するため、死亡牛のBSE検査を円滑に進めます。また、牛の結核病及びブ
ルセラ病について、平成30年度から開始している清浄性確認サーベイランスを継続し、清浄化を達成します。（なお、平成31年度から死亡牛のＢＳＥ検査に
ついて①全月齢の臨床疑い牛、②48か月齢以上の歩行困難牛は従来どおり実施し、①②以外の一般的な死亡牛について対象月齢を48か月齢以上から96
か月齢以上に引き上げる予定で食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会に諮問し、見直しを行っています。） 

＜政策目標＞ 
 ○死亡牛BSE検査の適切な実施によるBSE対策の有効性の確認  
 ○我が国における牛の結核病及びブルセラ病の清浄化を達成 

［お問い合わせ先］消費・安全局動物衛生課（03-3502-8292） 

＜事業の内容＞  ＜事業イメージ＞  

１．死亡牛のBSE検査及び同検査の対象牛の運搬、処理等に対する

助成 

 ○ 死亡牛のBSE検査を円滑かつ的確に実施するため、BSE検査及び

同検査の対象となる死亡牛の運搬、処理等に対して助成を行います。 

 

２．牛の結核病・ブルセラ病の清浄性確認サーベイランスに要する費用

の助成 

 ○ 牛の結核病及びブルセラ病の清浄性確認サーベイランスを実施する

際に、検査対象となった牛の飼養者に対し、検査に要する費用を助成

します。 

【死亡牛のBSE検査及び同検査の対象牛の運搬、処理等に対する助成】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【牛の結核病・ブルセラ病の清浄性確認サーベイランスに要する費用の助成】 
 
 

［補助対象］農業者 

［補助率］事業費の3/10以内等 

［配分上限額］１経営体当たり300万円 

［事業実施主体］市町村 

 

   ［補助対象］基金協会 

   ［補助率］定額、1/2以内 

   ［事業実施主体］民間団体等 

 

国 民間団体等 

定額、1/2以内 

＜事業の流れ＞ 

【農場】 【家畜保健衛生所等】 【化製処理場】 

死亡牛※ 一時保管 
一時保管費：定額 

BSE検査 
BSE検査費：定額 

化製処理等 
処理費：1/2以内 

収集・運搬 
輸送費：1/2以内 

収集・運搬 
輸送費：1/2以内 

【農場】 
 

検査対象牛 

【家畜保健衛生所】 
 

結核病・ブルセラ病検査 

検査費：定額 

検査牛の選定 

※一般的な死亡牛の検査対象月齢：48か月齢以上→96か月齢以上（諮問中） 
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